
 

                

 

 

「八王子市版 笑顔と学びの体験活動プロジェクト」で子どもが笑顔に！ 

 

本市では「令和５年度 東京都 笑顔と学びの体験活動プロジェクト」を活用し、都

内で唯一の日本遺産認定ストーリー「霊気満山 高尾山 ～人々の祈りが紡ぐ桑都物語

～」をテーマとした、本市の独自プログラムを市立小・中学校、義務教育学校で実施。

全１０７校のうち、２月末までに９０校で行いました。 

ぜひ、本市の歴史文化・伝統芸能等に触れる子どもたちの体験活動をご覧ください。 

 

１ 事業及び事業目的 

「令和５年度 八王子市版 笑顔と学びの体験活動プロジェクト」 

・日本遺産の構成文化財等をはじめとした、様々なテーマの体験活動を通じて、本市の

歴史文化・伝統芸能の魅力を感じ、理解を深めてもらう。 

 

２ 実施プログラム（３月８日以降実施分） 

① 髙尾山薬王院について学ぼう（校内）：３月１２日 

② 髙尾山薬王院について学ぼう（髙尾山薬王院）：３月８日・１４日 

③ 八王子車人形について学ぼう（校内）：３月１１日・１８日・２１日 

④ 八王子芸妓について学ぼう（校内）：３月１１日・１４日・２１日 

※全プログラム及び各プログラムの詳細については、添付の資料を参照願います。 

また、各プログラムの実施校・実施時間については、文化財課に確認願います。 

 

 「東京都 笑顔と学びの体験活動プロジェクト」とは？ 

・新型コロナウィルス感染症対策の観点から、学校生活等、様々な制約を受けている子どもたち

に「見る・聞く・触れる」多様な体験の機会を提供し、笑顔を取り戻してもらうために東京都が

令和４年度「子供を笑顔にするプロジェクト」として実施。都内の全公立・私立学校（小・中・

高等学校、特別支援学校）が対象。東京都が多様な活動プログラムを企画・提示し、学校がプロ

グラムを選択（各自治体や学校が企画するプログラムの実施も可）。 

・令和５年度は、引き続き学校における体験活動の充実を図るために実施。 

 

＜問い合わせ＞ 

（郷土学習について） 

学校教育部教育指導課統括指導主事 鴨狩 電話０４２-６２０-７４１２ 

（企画・実施について） 

生涯学習スポーツ部文化財課長   叶  電話０４２-６２０-７２６５ 

令和６年（２０２４年）３月７日  プレスリリース 



 

 

 

 

令和５年度「八王子市版 笑顔と学びの体験活動プロジェクト」プログラム一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
【日本遺産】
髙尾山薬王院について学ぼう（校内）

・髙尾山薬王院から講師を学校に招き、高尾山の歴史等の講話を聞く。
・市職員・学芸員が日本遺産の魅力について解説。

2
【日本遺産】
髙尾山薬王院について学ぼう（校外）

・髙尾山薬王院を訪問、市職員・学芸員が日本遺産の魅力について解説。
・髙尾山薬王院の講師（僧侶）に高尾山の歴史等の講話を聞くほか、季節の
精進料理を食べる。
・高尾599ミュージアムを見学し、高尾の自然について学ぶ。

3
【日本遺産】
八王子車人形について学ぼう（校内）

八王子車人形の西川古柳座を学校に招き、演目を鑑賞するほか、車人形の操
演を体験する。

4
【日本遺産】
八王子芸妓について学ぼう（校内）

・八王子芸妓衆を学校に招き、踊りの実演・体験、所作や礼法等を学ぶ。
・市職員・学芸員が日本遺産の魅力について解説。

5
【日本遺産】
折兜（おりかぶと）を作ろう（校内）

・NPO法人八王子城跡三ッ鱗会による折兜づくり（兜の図柄を印刷した75ｃ
ｍ×75ｃｍの紙による折紙体験）を体験する。はさみ・のり・ホチキス不
要。拓殖大学工学部デザイン学科・工藤研究室、三ツ鱗会、文化財課の共同
研究で開発。
・市職員・学芸員が日本遺産や文化財の魅力について解説。

6
【日本遺産】
日本遺産・文化財講座
まきびしづくり体験（校内）

学校を訪問し、市職員・学芸員による日本遺産、文化財講座のほか、八王子
城跡から出土した「まきびし」のレプリカづくりを体験する。

7
【日本遺産】
八王子城跡について学ぼう（校外）

市職員・学芸員の解説で八王子城跡を見学し、日本遺産の構成文化財や歴史
の魅力を身近に感じてもらう。

8
【日本遺産】
はちはくで日本遺産について学ぼう
（校外）

市職員・学芸員の解説ではちはく（桑都日本遺産センター八王子博物館）を
見学し、日本遺産の構成文化財財や歴史の魅力を身近に感じてもらう。

9
【日本遺産】
多摩織・八王子織物について学ぼう
（校外）

多摩織工芸館（八王子織物工業組合内）を訪問し、八王子織物・多摩織の歴
史を学ぶほか、伝統工芸士の指導で織機の操作を体験する。

10
【日本遺産・歴史・文化・伝統芸能】
出前講座（校内）

市職員・学芸員が学校を訪問し、日本遺産や文化財に関する講座を実施。

11
そ
の
他

【歴史・文化・伝統芸能・その他】
地域人材・資源活用枠（校内・校外）

各学校が企画する、地域の市民団体等が行う伝統芸能・郷土学習等、地域と
のつながりや地域の特色等を活かした体験活動を「自校プログラム」として
実施。
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